
第10期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

会 社 の 体 制 及 び 方 針

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

上記書類につきましては、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、インターネット上の
当社WEBサイト（https://digitalift.co.jp/）に掲載することにより、株主の皆様に提供し
ております。

株式会社デジタリフト
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会社の体制及び方針
（1）業務の適正性を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正性を確保するための体制」に
ついて取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

① 当社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
ａ．取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い法令及び定款に定められた事項並びに重
要な業務に関する事項の決議を行います。

ｂ．取締役会は「取締役会規程」「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定
し、取締役、使用人は法令、定款に従い、業務を執行します。
ｃ．当社は、取締役及び使用人の法令遵守の意識を高めるため、「リスク・コンプライア
ンス規程」を制定し、適宜法令教育その他職務に応じた研修等を行うことにより、高
い倫理観の醸成に努めます。取締役及び従業員は、企業の社会的責任を深く自覚し、
日常の職務において、関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するよう努
めることとします。
ｄ．取締役の業務執行が法令、定款及び定められた規程に違反することなく適正に行わ
れていることを確認するために、監査役会による監査を実施します。
ｅ．管理Divisionの監査責任者は内部監査を計画し、全部署の内部監査を実施すること
により、職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠して行われているかを検証しま
す。
ｆ．取締役、使用人は法令違反行為、倫理上問題のある行為、規程違反等コンプライア
ンス上問題のある行為を発見した場合には、「内部通報規程」に基づき速やかに報告す
ることとします。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ａ．取締役会等の重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程
「文書管理規程」の定めの他、法令、定款に従い保管・管理する体制を構築しておりま
す。
ｂ．文書管理は「文書管理規程」の定めに従い、法令及び定款に定められた保管期間及
び保管方法にて実施します。
ｃ．取締役の職務の執行に係る情報は、取締役及び監査役から要請があった場合に備え
て適時閲覧可能な状態を維持し、「文書管理規程」に基づき適切に管理します。
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他体制
損失の危険の管理に関する体制は、「リスク・コンプライアンス規程」を制定し、リス

ク管理主管部署を定めるとともに、事業の継続・安定的発展のためにリスクを識別し、
評価を行い、リスクの除去・軽減に誠実に努めます。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回の定時
取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、業務執行に関わる意
思決定を行っております。
ｂ．業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時
見直しを行っております。

⑤ 当社並びにその親会社等及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制
ａ．その他の関係会社である株式会社フリークアウト・ホールディングスとその子会社
との取引については、「関連当事者管理規程」の定めに従い取締役会での決議を行いま
す。取締役会では、取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討を行い、取
引の可否の判断をしております。

ｂ．当社とその他の関係会社及びその子会社との取引における不適切な取引及び会計処
理を防止するため、監査役会及び内部監査部門による監査を行っております。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査

役を補助する使用人として、必要な人員を配置します。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指
示の実効性の確保に関する事項
ａ．監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人
事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
ｂ．監査役の業務を補助すべき使用人に対する指揮権は、監査役が指定する補助すべき
期間中は、監査役に移譲されるとし、代表取締役の指揮命令は受けないものとしてお
ります。
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⑧ 取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが監査役に報告するための体
制
ａ．監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席して重要事項等の報告を受けてお
ります。
ｂ．監査役は、稟議等の重要な書類その他の書類を閲覧して、必要があれば取締役及び
使用人から説明を受けております。
ｃ．取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見した場合
は直ちに監査役に報告するものとします。
ｄ．「内部通報規程」の定めに従い、内部通報窓口を設置しております。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこと
を確保するための体制
ａ．当社は、監査役に報告したことを理由として、当該報告を行った役員及び使用人に
対しいかなる不利益な取り扱いを行ってはならないものとしております。
ｂ．前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底しております。

⑩ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ａ．監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、費用
を支出する権限を有します。
ｂ．監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る
費用が監査役の職務に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支出するもの
とします。

⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する
意見交換のほか、意思疎通を図るものとします。
ｂ．監査役は定期的に会計監査人、内部監査部門と協議の場を設け、実効的な監査を行
うための情報交換を行うものとします。

⑫ 反社会的勢力を排除する管理体制
ａ．当社は「反社会的勢力に対する基本方針」として、反社会的勢力との関係を一切持
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たないこと、外部専門機関と連携して組織的かつ適正に対応すること、反社会的勢力
による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行うこと、反社会的勢力への
資金提供や裏取引を行わないこと、反社会的勢力の不当要求に対応する役職員の安全
を確保することを基本方針として定めております。
ｂ．「反社会的勢力対応規程」及び「反社会的勢力対応要領」の定めに従い、前号の基本
方針を明示するとともに、排除体制並びに対応方法を定めております。反社会的勢力
を事前排除ができる体制の維持とともに、社員教育及び社内の周知徹底を図っており
ます。

（2）業務の適正性を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における主な運用状況は以下のとおりであります。

① 職務執行の適正性及び効率性の向上
当事業年度は定例を含め24回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要

事項の決定並びに各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

② 監査役の監査が実効的に行われることの確保
当事業年度は定例を含め13回の監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画

に基づき監査を行うとともに、取締役会などの重要な会議へ出席し、代表取締役及び内
部監査担当者との間で定期的に情報交換等を行うことで取締役の職務執行の監査、内部
統制の整備並びに運用状況を確認しております。

③ コンプライアンス体制について
内部通報窓口を管理Division及び常勤監査役に設置しております。当事業年度におい

て内部通報の実績はありませんでした。

④ 当社における業務の適正性の確保
内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施いたしました。
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株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
10
９
月
月
１
30
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株
式

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 89,242 83,492 83,492 357,277 357,277 ― 530,011 530,011
当期変動額
新株の発行 47,219 47,219 47,219 94,439 94,439
当期純利益 147,963 147,963 147,963 147,963
自己株式の
取得 △45 △45 △45
当期変動額合
計 47,219 47,219 47,219 147,963 147,963 △45 242,357 242,357

当期末残高 136,461 130,711 130,711 505,241 505,241 △45 772,369 772,369

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法により評価しています。

（2） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産………………定率法
ただし、建物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ５～10年
工具、器具及び備品 ４～６年

（3） 引当金の計上基準
貸倒引当金…………………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。なお、過去
の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上
しておりません。

（4）収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び

当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりでありま
す。なお、取引価格は、顧客との契約に基づいた対価で算定しており、取引の対価に金融要
素は含んでおりません。また、当社が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る
対価の額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。
①アジャイル広告運用サービス
当社は、広告主が求める広告効果に対して正しく狙いを定め、適切に広告を届けるための
配信構造を設定し、広告配信の運用を行い、運用結果を元に継続的に配信構造の改善診断を
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行うアジャイル広告運用サービスを提供しております。当サービスは顧客との契約に基づ
き、一定の期間サービスを履行する義務があり、履行義務を充足するにつれて顧客が便益を
享受するものであるため、当該期間にわたり収益を認識しております。
②CdMOサービス
当社は、デジタル戦略のアイデア提供、デジタルツールの最新事情や他社事例の提供、新

商品・新サービスの立ち上げに関するアドバイス、デジタル・マーケティング組織の構築・
強化・評価方法・内製化等の方針検討等のコンサルティングサービスを提供しております。
当サービスは顧客との契約に基づき、一定の期間サービスを履行する義務があり、履行義務
を充足するにつれて顧客が便益を享受するものであるため、当該期間にわたり収益を認識し
ております。
③LIFT＋
当社は、広告自動運用パッケージサービスであるLIFT+サービスを提供しております。当

サービスは顧客との契約に基づき、一定の期間サービスを履行する義務があり、履行義務を
充足するにつれて顧客が便益を享受するものであるため、当該期間にわたり収益を認識して
おります。

（5） その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
繰延資産の処理方法
株式交付費…支出時に全額費用として処理しております。

2. 会計方針の変更に関する注記
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客
に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識する
ことといたしました。
トレーディングデスク事業の一部の取引について、従来は総額で収益を認識しておりました
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が、顧客への財又はサービスの提供に対する役割が本人でなく代理人であると判断されるもの
については、純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積
的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当期首残高から新たな会計方針を適用
しております。
この結果、当事業年度の売上高が30,656千円、売上原価が30,656千円減少しております
が、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金
の当期首残高への影響はありません。収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借
対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度よ
り「受取手形」、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、また、「流動負債」に表示して
いた「前受金」及び「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しておりま
す。

3. 表示方法の変更に関する注記
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会
計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商
品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な
取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用するこ
ととしております。また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごと
の内訳等に関する事項等の注記を行っております。なお、時価をもって貸借対照表価額とする
金融商品を保有しておらず、計算書類に与える影響はありません。

4. 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 13,327千円
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5. 株主資本等変動計算書に関する注記
（1） 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当事業年度期首
株式数(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 1,475,000 73,900 ― 1,548,900
（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
第三者割当による新株式の発行による増加 63,900株
新株予約権の行使による増加 10,000株

（2） 自己株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首

株式数(株)
当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末
株式数(株)

普通株式 － 27 － 27

（注）自己株式の総数の増加は、単元未満株式の買取り27株によるものであります。

（3） 配当に関する事項
① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。

（4） 当事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数
該当事項はありません。

（5） 当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的と
なる株式の種類及び数
普通株式 33,500株
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6. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税 1,195千円
未払費用 900千円
資産除去債務 3,498千円
減価償却超過額 2,022千円
一括償却資産 436千円
その他 1,472千円
繰延税金資産小計 9,526千円
評価性引当額 △1,221千円
繰延税金資産合計 8,304千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 △1,078千円
繰延税金負債合計 △1,078千円
繰延税金資産の純額 7,226千円

2022年11月28日 17時51分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 11 ―

7. 金融商品に関する注記
（1） 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達

については金融機関等の借入による方針であります。なお、デリバティブ取引は行って
おりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金は、顧客の信用リスクが存在いたします。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスク

クに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、預り金は、１年以内の支払期日であります。借入金

は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で５年後
であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
（ａ）信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先
別に回収期日及び残高を管理し、円滑かつ確実な回収を図っております。
投資有価証券については定期的に発行体の財務状況等を把握することにより、当該リ
スクを管理しております。

（ｂ）資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、資金収支予測を作成し、資金需要を把握しております。また、一定の手許流

動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的

に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込ん
でいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあり
ます。

2022年11月28日 17時51分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 12 ―

（2） 金融商品の時価等に関する事項
2022年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。
（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金（注1） 131,106 130,661 △444

(注) 1 １年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注) 2 現金及び預金、受取手形、売掛金、買掛金、未払金、預り金は短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(注) 3 市場価格のない株式等

区分 当事業年度（千円）

非上場株式 9,996
出資金 10

（3） 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下
の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時
価を分類しております。
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① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
該当事項はありません。

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
区分 時価（千円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

長期借入金 － 130,661 － 130,661

負債計 － 130,661 － 130,661

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
長期借入金の時価は、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規借入を行っ

た場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。また、変動金利
によるものは短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると
考えられるため、当該帳簿価額によっており、レベル２の時価に分類しております。
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8. 関連当事者との取引に関する注記
その他の関係会社の子会社

（単位：千円）

会社等
の名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

株式会社フリークアウト ― 広告枠の仕入先
広告枠の
仕入
（注１）

16,638 買掛金 529

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 当社と関連しない会社との取引条件を参考に、交渉の上決定しております。
（注２） 取引金額に消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

9．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）
トレーディングデスク事業

アジャイル広告運用サービス 1,383,616

CdMO＆アジャイル広告運用サービス（注） 984,982

LIFT+サービス 264,599

顧客との契約から生じる収益 2,633,197

その他の収益 －

外部顧客への売上高 2,633,197

（注）CdMOサービスは、アジャイル広告運用サービスにてKGI及びKPIの状況を注視し、経営の視点から、エ
ンドユーザーの行動変化が好ましい姿になっているかを見定め、打ち手の見直しを行うとともに、必要に応
じて計測指標や目標数字を実態に沿うように修正します。キャンペーン終了後、経営課題や事業状況に与え
たインパクトを理解し、デジタルマーケティングの戦略を再定義するコンサルティングサービスでありま
す。そのため、CdMOサービスとアジャイル広告サービスを組み合わせすることで付加価値が生まれること
から、CdMOサービス単体での集計をしておりません。
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（2）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「（4）収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

（3）顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係
並びに当事業年度において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
①顧客との契約から生じた債権及び契約資産・契約負債の残高等

（単位：千円）
当事業年度

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 322,492 290,086

契約資産 4,422 3,240

契約負債 473 661

顧客との契約から生じた債権は、当社のサービスにおいて認識した受取手形及び売掛金であり
ます。
契約資産は、一定の期間にわたり履行義務が充足される契約において、収益を認識したもの

の、未請求の作業に係る対価に関連するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利
が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該サービスに係る
対価は、履行義務を充足してから、概ね２カ月以内に受領をしております。
契約負債は、主に顧客からの前受金及び前受収益であります。契約負債は、履行義務を充足す
る前に顧客から受け取った前受額に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り
崩されます。

②残存履行義務に配分した取引価格
当社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客

との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。なお、
残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予想される
契約期間が１年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
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10. １株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 498円67銭
１株当たり当期純利益 96円12銭

11. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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